
緊急事態宣言発令による 

臨時休業延長のお知らせ 

 
お客様各位 

 

日頃より SALTOGOLF 横浜元町を 

ご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。 

先般のお知らせでは、2020年 5月 7日（木）営業再開となっておりましたが、 

行政機関等の要請により、これを改め臨時休業を 6 月 1 日（月）まで延長する

ことになりました。 

営業再開につきましては、6 月 2 日（火）を予定しておりますが、 

新型コロナウイルス感染症の拡大の状況、政府・自治体からの要請等により、 

休業期間は変更される可能性がございます。 

休業期間変更の場合には当社 HP 等で随時お知らせいたします。 

 

現在ご利用中の会員様へ  

※レッスン回数に関しましては、以前ご対応させて頂いた同様、 

4 月分は 6 月に持ち越しさせていただきます。 

【5月分月謝に関しましては、すでに全額返金処理をさせて頂きました】  

 

※6月分月謝につきましては  

4 月分のレッスンを充当させていただきますので、 

全額返金とさせていただきます。  

 

※回数券に関しましては、前回から更に期限を延長致しました。 

 

再開をご案内していたにも関わらず、 

臨時休業が延長になってしまいましたことを心よりお詫び申し上げます。 

ご理解の程何卒宜しくお願い致します。 

SALTOGOLF 横浜元町 

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町３７−８ 

TEL：045-264-8568 

Mail：045golf@centro.co.jp 



 

 


